
企 画 調 整 担 当 

 

１ 総合計画の策定、推進等 

    総合計画は、市の将来の振興発展を展望し、これに立脚した長期にわたる市の経営の根幹となる 

基本構想をはじめとして、基本構想に基づく基本計画、分野別計画及び実施計画で構成される。 

基本構想で示されたまちづくりの基本理念、将来都市像及び目標を達成するため、具体的な施策 

の事業化に当たっては社会環境の変化、市民要望等に対応し、計画行政を進めていく。  

 

（１） 総合計画策定委員会 

   ア 構 成 

委 員 長 助役 

副 委 員 長 収入役 教育長 

委 員 

議会事務局長  企画財政部長  総務部長  総務部参事  市民部長  

生活環境部長  福祉部長  都市建設部長  教育次長 

教育委員会事務局参事 

 

イ 開催回数  22 回 

（２） 実施計画 

    基本計画に基づき、市政運営の短期的方針と毎年度の予算編成の指針とするため、事業の進

ちょく状況、社会環境の変化等を考慮し、３箇年の実施計画（平成 19 年度～平成 21 年度）を

策定した。 

２ 庁議 

  市行政の基本方針及び重要施策等を審議策定することを目的に庁議を置く。  

（１）庁  議 

   ア 構 成 

主 宰 市長 

構 成 員 

助役 収入役 教育長 

議会事務局長  企画財政部長  総務部長  総務部参事  市民部長  

生活環境部長  福祉部長  都市建設部長  教育次長 

教育委員会事務局参事 

 

イ 開催回数 定例 23 回  臨時 ２回      毎月第１・３木曜日及び臨時 

（２） 審議内容 

協 議 事 項        報 告 事 項        

 193 件  118 件 

３ 部課長会議 

  庁議において協議した事項その他を適切に処理し、その実施を円滑に行うための連絡協議を目的 

に部課長会議を置く。 

  開催回数  ４回 



 

４ 行政改革の推進等 

  福生市行政改革大綱（第４次）に定める基本方針及び方策に基づいた行政改革大綱推進計画（平

成 18 年度～平成 21 年度）の年度目標の推進項目 45、推進事項 57 の行政改革の推進を図るため、

各取組を行った。また、平成 19年４月からの児童館等の指定管理者制度の導入及び市立つくし保育

園の民間移管に向け、指定管理者及び民間事業者の決定、協定内容について検討し、実施した。 

   

（１） 福生市行政改革推進委員会 

ア 委  員                          （五十音順） 

選 出 区 分        氏 名        備 考        

小 林  和 人 会 社 役 員          
学 識 経 験 者          

 明歩谷  秀 邦 金 融 機 関 支 店 長          

○  天 野   博 会 社 役 員 

大 柿  雅 子 主       婦 

柳 田  治 子 税   理   士 
市 民 の 代 表          

 ◎ 山 下  真 一 会 社 役 員          

                             ※ ◎：会長 ○：副会長 

  イ 開催回数 ２回 

 ウ 開催内容 

開 催 日       内 容            

５月 17日 ・福生市行政改革大綱推進計画（平成18年度～21年度）（案）について 

10 月 30 日 

・平成 17年度行政改革取組状況について（報告） 

・ 第3次福生市行政改革大綱目標期間における主な取組状況について（報

告） 

・職員数、職員給与の状況について（報告） 

・平成 17年度決算状況について（報告） 

 

（２） 福生市行政改革推進本部 

  ア 構 成 

本 部 長 市長 

副 本 部 長 助役 収入役 教育長 

本 部 員 

議会事務局長  企画財政部長  総務部長  総務部参事  市民部長 

生活環境部長  福祉部長  都市建設部長  教育次長 

教育委員会事務局参事 

 

  イ 本部会議の開催 ９回 

  ウ 本部会議の開催内容 

開 催 日       内 容            

４月５日 ・平成 19年度に指定管理者制度を導入検討する施設について 



４月 26日 

・福生市行政改革大綱推進計画（平成 18年度～21年度）（素案）について 

・指定管理者制度の導入について 

・福生市総合計画進行管理要綱に基づく重点事務事業の決定について 

５月 ９日 

・福生市行政改革大綱推進計画（平成18年度～21年度）（案）について 

・福生市総合計画進行管理要綱に基づく重点事務事業執行計画の承認につ

いて 

７月 27日 

･ 福生市児童館等指定管理者募集要項（案）及び業務基準（案）について 

･ 指定管理者候補者選定審査会における外部審査員について 

･ 福生市総合計画進行管理要綱に基づく重点事務事業執行状況（第１四半

期）の報告について 

９月 22日 

・福生市児童館等指定管理者候補者選定審査方針（案）について 

・福生市総合計画進行管理要綱に基づく重点事務事業執行計画表の変更に

ついて 

10 月 13 日 

・平成 17年度行政改革取組状況について 

・職員数、職員給与の状況について 

・平成 17年度決算状況について 

10 月 18 日 
・福生市総合計画進行管理要綱に基づく重点事務事業執行問題点（調整事

項）報告書について 

11 月 ９日 

・福生市児童館等指定管理者候補者の選定結果について 

・福生市総合計画進行管理要綱に基づく重点事務事業執行状況（第２四半

期）の報告について 

12 月 18 日 

・平成 19年度重要施策推進要員の配置（案）について 

・福生市行政改革大綱推進計画（平成 18 年度～平成 21 年度）における推

進事項の取組状況について 

 

５ 西多摩地域広域行政圏協議会 

  西多摩地域の一体的整備と住民の福祉増進を図るため、広域行政圏計画の策定及び広域行政圏に 

関する必要な事務の連絡調整を行うことを目的として設置している。 

（１）加入市町村（４市３町１村） 

 青梅市  福生市  羽村市  あきる野市  瑞穂町  日の出町 

 檜原村  奥多摩町  

 

（２） 計画策定 

  ア 実施計画 

     事業等の進ちょく状況を踏まえ、３箇年の実施計画の見直しを行った。 

  イ 分野別事業検討部会 

     事業を分野別に検討するため、次の部会が設置されている。 

 開発部会  生活部会  産業部会  教育文化部会  環境部会 

 

（３） 共同事業 

  ア 西多摩地域広域行政圏体育大会（平成 18年 11 月 19 日） 



     福生市及び日の出町の施設を使用し、西多摩地域体育協会連絡協議会との共催により、バ

レーボール、テニス、軟式野球、サッカーなど 15種目の競技による体育大会を実施した。 

参加者数：1,779 人 

イ 西多摩地域市町村立図書館広域利用事業 

   平成 14 年 10 月開始の図書館広域利用を更に推進するため、平成 18 年度も引き続き周知用ポ

スター及びパンフレット（改訂版）を作成した。 

ウ 西多摩地域広域行政圏消費生活相談広域連携事務 

   平成 18年 10 月から居住市町村を問わず、西多摩地域住民の消費生活相談を各市町村で実施し

た。 

   相談件数：101 件（電話 85件、来庁 16件） 

エ 西多摩地域入込観光客数調査（５月、８月） 

   圏域内の観光施設等において観光客の入込状況を調査した。 

（４） その他の事業 

  ア 青梅線、五日市線及び八高線の改善要望（平成 18年８月 24日） 

     東日本旅客鉄道株式会社八王子支社長に対し、ＪＲ３線の改善及び輸送力増強についての

要望を行った。 

  イ 東京都への予算要望 

     東京都に対し、共同事業及び各団体の圏域事業に係る調整交付金の予算要望を行った。 

  ウ 幹事会、事務局会議、部会での検討等 

幹事会及び事務局会議の定期的な開催とともに、各事業実施に向けて部会を開催し、検討

及び調査研究を行った。 

６ 政策課題別チームの設置 

 職員による政策課題別チームを活用し、総合計画に基づく政策課題について、横断的・総合的に

研究及び検討を行った。 

 

チーム名（構成人員：人） 

担 当 部 課 名 
検討課題（テーマ） 研究・検討状況及び成果 

行財政改革等ＰＴ （８） 

 

企画財政部企画調整課 

行政評価制度 

事業の必要性・効率性等を検証し、時代に

即した施策を展開するため、事務事業評価

を実施。外部評価の手法の検討。 

高齢化ＰＴ （７） 

 

福祉部介護福祉課 

（仮称）元気高齢者活用

ハンドブックの作成の検

討 

高齢福祉施策にとどまらず、社会教育や保

健体育、就労、生活全般に係る情報を掲載

したハンドブックの作成に向けた検討を行

った。 

総合窓口サービスＰＴ（10） 

 

市民部市民課 

総合窓口サービス、フロ

アマネージャー、ワンス

トップサービスの検討 

作業部会により具体的な総合窓口サービ

ス、フロアマネージャー、ワンストップサ

ービスを検討し、報告を行った。 

新少子化ＰＴ （14） 

 

生涯学習部社会教育課 

子どもや子育て家庭に対

する施策の体系化及び新

たな施策の検討 

各課への調査実施に基づき、子ども及び子

育て支援事業を体系化し、報告書を作成し

た。 



チーム名（構成人員：人） 

担 当 部 課 名 
検討課題（テーマ） 研究・検討状況及び成果 

都市景観ＰＴ （14） 

 

都市建設部都市計画課 

景観資源の保全、地域の

特性を生かした街並みづ

くりの推進 

市民プランを基に「福生市まちづくり景観

基本計画」及び「福生市まちづくり条例」

の素案を作成した。 

財政問題ＰＴ （10） 

 

企画財政部財政課 

財政の現状分析、今後の

財政見通しの研究 

財政の現状の調査、分析を行うとともに、

今後の財政見通しを示した財政白書の研究

検討を行った。 

健康増進ＰＴ （14） 

 

福祉部健康管理課 

健康増進法に基づく行動

計画の策定 

健康増進法に基づく行動計画（健康ふっさ

21）策定に向け検討を行い、行動計画を策

定した。 

横田基地周辺まちづくり構想策

定ＰＴ （10） 

 

企画財政部企画調整課 

構想推進施策の検討 
市民による自主的な構想の推進を図るため

の施策の検討及び市民との連携を進めた。 

住宅マスタープランＰＴ （11） 

 

 

都市建設部都市計画課 

住宅マスタープランの策

定 

平成６年度に策定した住宅マスタープラン

を検証し、新たな住宅マスタープランの策

定に向け、市民アンケートの実施、及び調

査結果、各種データを検討し、素案を作成

した。 

自治基本条例検討ＰＴ （７） 

 

 

企画財政部企画調整課 

市民自治のプロセス及び

ルール作りについての検

討 

条例を制定するにあたっての望ましいプロ

セス等について、他市の状況、市民との協

働状況等の調査、分析を行い、報告書を作

成した。 

人材育成基本方針策定ＰＴ（９） 

 

 

総務部文書職員課 

時代の変化に対応できる

人材の育成を推進するた

め、「人材育成に関する

基本方針（案）」を策定す

る。 

全職員を対象にした意識調査を実施し、調

査結果の分析を行い、基本方針（案）の検

討を行った。 

フィルム・コミッションＰＴ（17） 

 

生活環境部地域振興課 

福生市の特性を活かし、

撮影支援事業で経済効

果、観光振興に結び付く

かを検討 

映画等撮影支援事業で得られるメリット及

び設立へ向けての課題等を検討し、報告書

を作成した。 

「（仮称）福生市子どものひろば」

創設のためのＰＴ（16） 

 

教育委員会社会教育課 

放課後等に遊びや交流を

通して、子どもの創造性、

自主性を育成する場所を

創設するため、データの

収集・整理及び課題の検

討 

「ふっさっ子の広場（仮称）」の検討資料と

するため、子どもを取り巻く環境及び子ど

もの問題状況についてのデータ等の集約を

行った。 

  ※ ＰＴ：プロジェクトチーム 

７ 本部長制の活用 

市の総合計画に基づく政策課題について、現行の行政組織による取組のほか、横断的に対応すべ

き政策課題を統括する本部長制を活用し、事務事業の円滑な執行を図った。 

横断的政策課題（26課題） 

・合併、広域行政  ・行財政改革 ・国際化施策 ・財政計画（白書） ・基地課題研究 

・情報共有 ・新庁舎建設 ･ 安全安心（防災、犯罪のないまちづくり）  ・人事制度   

・総合窓口 ・権利義務意識（市民意識）の形成 ・税収  ・環境問題 ・協働   

・男女共同参画  ・商工業（産業）振興 ・バリアフリー ・福祉交通  ・健康増進、医療  

・子育て支援  ・拠点整備   ・都市景観 ・住構造改革   ・地域、家庭と学校 ・生涯学習  



 ・青少年対策（教育、福祉、矯正）    

８ 開庁時間の延長 

平成 16 年 10 月から、従来の開庁時間では市役所に来庁できない方の利便性向上を目的に、土曜

日の開庁と水曜日の開庁時間の延長を全庁的に制度化し、市民サービスの一層の向上と市民からパ

ートナーとして信頼される市役所の構築を目指した。 
実施状況 

(平成 18年４月～平成 19年３月分）                   （単位：件） 

内  訳 
区   分 

取扱件数 電 話 
合  計 

水曜日 49日間計 4,163 1,166 5,329 

土曜日 50日間計 13,367 4,656 18,023 

合   計 17,530 5,822 23,352 

水曜日 85 24 109 
開庁日１日平均 

土曜日 267 93 360 

                    ＊水曜日の件数は、午後５時 15分から午後８時まで 

９ 組織等検討委員会の設置 

  福生市第３期総合計画を推進し、さらに社会情勢の変化に伴う課題に対応できる効率的な組織の

構築を目指し、平成 19年４月に組織改正を行うため、組織等検討委員会を設置した。 

（１） 委員会の構成 

委員長：助役   副委員長：収入役及び教育長 

委員：議会事務局長、企画財政部長、総務部長、総務部参事、市民部長、生活環境部長、福祉

部長、都市建設部長、教育次長、教育委員会事務局参事 

   議会事務局次長、企画調整課長、総務課長、文書職員課長、市民課長、地域振興課長、 

   社会福祉課長、都市計画課長、教育委員会庶務課長、会計課長、選挙管理委員会事務局

長、監査委員事務局長 

（２） 委員会の開催回数  ４回 

（３） 委員会の開催内容 

 開 催 日          検   討   内   容 

６月 16日 ・組織等検討委員会の設置及び進め方について         

・組織改正（案）について 

 ６月 28日 ・組織改正（案）について 

・組織改正実施の時期について 

 ７月 12日 ・組織改正（案）について 

・事務分掌について 

 ８月 11日 ・組織改正（案）について 

 

 


